
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成21年 4月9日 第21‐2号

【お知らせ】 

①定額給付金（子育て応援特別手当）の申

請はお済みですか？ 

②国税の相談についてのお知らせ 

③電話の掛け間違いにご注意ください 

④介護保険料のお知らせ 

⑤陶炎祭（ひまつり）開催期間中は笠間芸

術の森公園の駐車場が有料となります 

⑥岩間運動広場（旧岩間公民館グラウンド）

の利用について 

⑦チェリーズ・ハーモニカ演奏会を開催 

⑧エコフロンティアかさま監視委員会を開

催 

⑨旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍

従軍看護婦の皆様へ 

【募集】 

⑩公民館「パソコン教室」の受講生を募集 

⑪笠間市奨学資金奨学生の募集について 

⑫自立促進講習会の参加者を募集 

⑬シルバーリハビリ体操教室の参加者を

募集 

⑭旭フレッシュ健康体操の会参加者募集 

⑮「脳ドック・人間ドック検診」受診者を募集

⑯石綿（アスベスト）健康被害者のご遺族

の皆様へ 

⑰男女共同参画人材バンクへの登録者を募集

①定額給付金（子育て応援特別手当）の

申請はお済みですか？ 

 笠間市では、現在「定額給付金」と「子育

て応援特別手当」の申請受付を郵送による受

付と、市役所本所・各支所の特設窓口での受

付により行っています。まだ、申請のお済で

ない方は、お早めに申請をお願いします。 

なお、申請には申請書のほかに、添付書類

として、本人確認書類（運転免許証、保険証

等）と振込先金融機関の通帳等のコピーが必

要となりますので、お忘れにならないようお

願いします。 

問 企画政策課（内線 441・442） 

  ②国税の相談についてのお知らせ  

 納税者の皆さんからの電話による国税に

関するご質問・ご相談は、平成 20 年 11 月 4

日（火）から、国税局「電話相談センター」

で受付しています。 

 これに伴い、税務署の代表電話が自動音声

案内に変わっています。具体的な操作につい

ては、音声案内に従っていただきますようお

願いします。 

 また、税務署での面接相談は、十分な相談

時間をもって対応するため「事前予約制」と

していますので、あらかじめご了承願いま

す。 

問 水戸税務署 

  ℡ 029-231-4211 

⑰男女共同参画人材バンクへの登録者を

募集 

 笠間市では、男女共同参画社会の推進を図

るために、男女共同参画人材バンクを設置し

ています。この人材バンクは、市の審議会の

委員などの候補者を選ぶ時に、人材情報とし

て活用するものであり、その活用は市役所内

部に限られます。また、個人情報の管理を徹

底します。市政に意見を反映させたいという

女性のご応募をお待ちしています。 

応募資格 満 20 歳以上の女性 

問 男女共同参画推進室（内線 224） 

笠間支所・岩間支所へのお問い合わせにつ

いて 

 笠間支所（℡0296-72-1111）及び岩間支所

（℡ 0299-37-6611）に電話をかけた場合、い

ったん笠間市役所本所に繋がる仕組みになっ

ています。笠間支所及び岩間支所にお問い合

わせの方は、電話交換手にその旨をお伝えく

ださい。 

《岩間地区にお住まいの方》 

 脳ドック 人間ドック 

実 施 機 関 名 検診費用 個人負担 定員 検診費用 個人負担 定員

水 戸 済 生 会 総 合 病 院 57,750 円 17,750 円 10 39,900 円 12,900 円 15 

筑 波 ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｶ ﾙ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 52,500 円 16,500 円 15    

大 久 保 病 院 52,500 円 16,500 円 15    

県 立 中 央 病 院    42,000 円 13,000 円 35 

茨 城 県 ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｶ ﾙ ｾ ﾝ ﾀ ｰ    39,900 円 12,900 円 10 

募集人員 脳ドック 40 名 人間ドック 60 名（どちらも先着順） 

受付期限 5 月 9 日（土）午前 8 時 30 分～午後 0時 30 分まで。 

5 月 11 日（月）～22 日（金）※土日を除く、午前 8時 30 分～午後 5 時 30 分まで。ただ

し、火曜日は午後 7時 30 分まで。 

申・問 国民健康保険証と印鑑を持参の上、岩間支所市民窓口課（内線 73183） 

⑯石綿（アスベスト）健康被害者のご遺

族の皆さんへ 

 平成 18 年 3 月 27 日から「石綿救済法」が

施行されていますが、その法律の一部を改正

する法律が平成20年12月1日から施行され

ました。 

 この改正により次の点が変更されました

ので、ご注意ください。 

1.特別遺族給付金の請求期限の延長 

平成 24 年 3 月 27 日まで 

2.特別遺族給付金の支給対象の拡大 

○平成18年3月26日までに亡くなった労働

者のご遺族の方 

○労働者が亡くなった時期により支給対象

となる給付（特別遺族給付金又は労災保険

の遺族補償給付）が異なります。 

 なお、労災保険法に基づく遺族補償給付を 

受ける権利は、5 年の消滅時効がありますの 

で、お早めに請求手続きを行ってください。 

問 茨城労働局労災補償課  

℡ 029-224-6217 

http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/ 
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